
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岸和田市 

人権施策推進プラン 

概 要 版 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の人権施策を推進するうえでの基本的な
考え方や方針、具体的な取組を⽰しています。 
社会情勢の変化や新たな人権課題などを踏

まえ、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画
的に進めるため、推進プランを改訂しました。 

 
次の５つの視点
をもって取り組
みます 

 こんなまちづくりを
めざしています 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人ひとりが人間の尊厳に基づいて、生まれ
ながらに持っている固有の権利であり、すべて
の人々が生存と自由を確保し、社会において幸
福な生活を営むために欠かすことのできない権
利です。 
日本国憲法において、基本的人権の尊重は、

国民主権や平和主義とともに三大原則のひとつ
として掲げられています。 

 
４つの基本方向に
基づいて具体的な
施策を進めます 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 意 識 の 現 状 

※「岸和田市人権問題に関する市民意識調査（令和２年度）」より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


